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(57)【要約】
診断目的に応じて最適な指標値を算出することができる
プロセッサ装置及び内視鏡システムを提供する。プロセ
ッサ装置は、画像取得部と、診断目的取得部と、指標値
記憶部と、指標値選択部と、指標値算出部とを備える。
画像取得部は、内視鏡によって観察対象を撮像して得た
内視鏡画像を取得する。診断目的取得部は、診断目的を
取得する。指標値記憶部は、観察対象の構造に関する複
数の指標値と診断目的との対応関係を記憶している。指
標値選択部は、指標値記憶部を参照して、取得された診
断目的で用いる指標値を選択する。指標値算出部は、内
視鏡画像を用いて、選択された指標値を算出する。



(2) JP WO2018/079205 A1 2018.5.3

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内視鏡によって観察対象を撮像して得た内視鏡画像を取得する画像取得部と、
　診断目的を取得する診断目的取得部と、
　前記観察対象の構造に関する複数の指標値と前記診断目的との対応関係を記憶した指標
値記憶部と、
　前記指標値記憶部を参照して、取得された前記診断目的で用いる指標値を選択する指標
値選択部と、
　前記内視鏡画像を用いて、選択された前記指標値を算出する指標値算出部と、
　を備えるプロセッサ装置。
【請求項２】
　前記診断目的には、スクリーニングと精査とを含む第１の診断目的と、疾患の種類に関
する第２の診断目的と、病期ステージに関する第３の診断目的とが含まれ、
　前記指標値選択部は、前記第１から第３の診断目的のうちのいずれか１つの診断目的に
従って前記指標値を選択する請求項１に記載のプロセッサ装置。
【請求項３】
　前記内視鏡画像と、算出された前記指標値とを用いて、前記構造を強調した第１強調画
像を生成する第１の強調画像生成部を備える請求項１または２に記載のプロセッサ装置。
【請求項４】
　前記第１強調画像を、取得された前記診断目的と算出された前記指標値との少なくとも
いずれかと対応付けして記憶する第１画像記憶部を備える請求項３に記載のプロセッサ装
置。
【請求項５】
　前記診断目的によって定められた重み付け係数により複数の前記指標値を重み付けして
演算することにより、前記構造の構造パラメータを算出する構造パラメータ算出部を備え
る請求項１から４のいずれか１項に記載のプロセッサ装置。
【請求項６】
　前記内視鏡画像と、算出された前記構造パラメータとを用いて、前記構造を強調した第
２強調画像を生成する第２の強調画像生成部を備える請求項５に記載のプロセッサ装置。
【請求項７】
　前記第２強調画像を、取得された前記診断目的と算出された前記構造パラメータとの少
なくともいずれかと対応付けして記憶する第２画像記憶部を備える請求項６に記載のプロ
セッサ装置。
【請求項８】
　前記構造パラメータを用いて、前記観察対象の粘膜の状態を判定する判定部を備える請
求項５から７のいずれか１項に記載のプロセッサ装置。
【請求項９】
　前記内視鏡画像と、前記判定の結果とを用いて、前記構造を強調した第３強調画像を生
成する第３の強調画像生成部を備える請求項８に記載のプロセッサ装置。
【請求項１０】
　前記第３強調画像を、取得された前記診断目的と前記判定の結果との少なくともいずれ
かと対応付けして記憶する第３画像記憶部を備える請求項９に記載のプロセッサ装置。
【請求項１１】
　前記診断目的を含む内視鏡情報管理データを記憶したデータ記憶部を有する内視鏡情報
管理システムとネットワークを介して相互に通信可能に接続されており、
　前記診断目的取得部は、前記ネットワークを介して前記内視鏡情報管理データを受信し
、前記診断目的を、受信した前記内視鏡情報管理データから抽出することにより取得する
請求項１から１０のいずれか１項に記載のプロセッサ装置。
【請求項１２】
　前記診断目的を入力する診断目的入力部を備え、
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　前記診断目的取得部は、前記診断目的入力部により入力された前記診断目的を取得する
請求項１から１０のいずれか１項に記載のプロセッサ装置。
【請求項１３】
　照明光を発する光源と、
　前記照明光により照明中の観察対象を内視鏡によって撮像して得た内視鏡画像を取得す
る画像取得部と、
　前記内視鏡画像を用いて、前記観察対象の構造を抽出した構造抽出画像を生成する構造
抽出部と、
　診断目的を取得する診断目的取得部と、
　前記観察対象の構造に関する複数の指標値と前記診断目的との対応関係を記憶した指標
値記憶部と、
　前記指標値記憶部を参照して、取得された前記診断目的で用いる指標値を選択する指標
値選択部と、
　前記構造抽出画像を用いて、選択された前記指標値を算出する指標値算出部と、
　前記内視鏡画像と、算出された前記指標値とを用いて、前記構造を強調した第１強調画
像を生成する第１の強調画像生成部と、
　前記第１強調画像を表示する表示部と、
　を備える内視鏡システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、プロセッサ装置及び内視鏡システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　医療分野においては、光源装置、内視鏡、及びプロセッサ装置を備える内視鏡システム
を用いた診断が広く行われている。内視鏡システムは、光源装置が発する照明光を、内視
鏡を介して観察対象に照射し、その照明光で照明中の観察対象を撮像して得た画像信号に
基づいて、プロセッサ装置が観察対象の画像を生成する。この画像をモニタに表示するこ
とにより、医師は、モニタ上の画像を見ながら診断を行うことができる。
【０００３】
　また、近年の内視鏡診断においては、特許文献１に示すように、医師間のスキル差を埋
めるために、観察対象を撮影した画像から病変部の特徴を抽出し、指標化して表示する診
断支援システムも導入されつつある。また、特許文献２に示すように、画像をファイリン
グする際に、抽出した特徴を検索情報として併せて登録することで、現在の診断目的に類
似した症例の検索を効率化できるようにした検索システムも導入されつつある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１６－０８７３７０号
【特許文献２】特開２００２－１７７２１４号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　内視鏡診断で取り扱う対象疾患、診断用途、検査する疾患の病期ステージは、多種多様
であることから、これら対象疾患など診断目的に最適な指標値を算出し、ユーザに提供す
ることが必要である。これに関して、特許文献１、２のいずれも、診断目的に最適な指標
値を算出するという観点での技術的特徴は記載及び示唆されていない。
【０００６】
　したがって、特許文献１のような内視鏡システムでは、診断目的に対して着目すべき最
適な指標値を設定し、また、スクリーニングのような異常と思われる箇所を漏れなく検出
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することができる最適な指標値を設定し、これら最適な指標値をユーに見やすい形で提供
することが求められていた。更には、特許文献２のような検索システムにおいても、診断
目的に対応した最適な指標値を付帯情報として与えて、検索の効率化をより高めることが
求められていた。
【０００７】
　本発明は、診断目的に応じて最適な指標値を算出することができるプロセッサ装置及び
内視鏡システムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明のプロセッサ装置は、内視鏡によって観察対象を撮像して得た内視鏡画像を取得
する画像取得部と、診断目的を取得する診断目的取得部と、観察対象の構造に関する複数
の指標値と診断目的との対応関係を記憶した指標値記憶部と、指標値記憶部を参照して、
取得された診断目的で用いる指標値を選択する指標値選択部と、内視鏡画像を用いて、選
択された指標値を算出する指標値算出部と、を備える。
【０００９】
　診断目的には、スクリーニングと精査とを含む第１の診断目的と、疾患の種類に関する
第２の診断目的と、病期ステージに関する第３の診断目的とが含まれ、指標値選択部は、
第１から第３の診断目的のうちのいずれか１つの診断目的に従って指標値を選択すること
が好ましい。
【００１０】
　内視鏡画像と、算出された指標値とを用いて、構造を強調した第１強調画像を生成する
第１の強調画像生成部を備えることが好ましい。
【００１１】
　第１強調画像を、取得された診断目的と算出された指標値との少なくともいずれかと対
応付けして記憶する第１画像記憶部を備えることが好ましい。
【００１２】
　診断目的によって定められた重み付け係数により複数の指標値を重み付けして演算する
ことにより、構造の構造パラメータを算出する構造パラメータ算出部を備えることが好ま
しい。
【００１３】
　内視鏡画像と、算出された構造パラメータとを用いて、構造を強調した第２強調画像を
生成する第２の強調画像生成部を備えることが好ましい。
【００１４】
　第２強調画像を、取得された診断目的と算出された構造パラメータとの少なくともいず
れかと対応付けして記憶する第２画像記憶部を備えることが好ましい。
【００１５】
　構造パラメータを用いて、観察対象の粘膜の状態を判定する判定部を備えることが好ま
しい。
【００１６】
　内視鏡画像と、判定の結果とを用いて、構造を強調した第３強調画像を生成する第３の
強調画像生成部を備えることが好ましい。
【００１７】
　第３強調画像を、取得された診断目的と判定の結果との少なくともいずれかと対応付け
して記憶する第３画像記憶部を備えることが好ましい。
【００１８】
　診断目的を含む内視鏡情報管理データを記憶したデータ記憶部を有する内視鏡情報管理
システムとネットワークを介して相互に通信可能に接続されており、診断目的取得部は、
ネットワークを介して内視鏡情報管理データを受信し、診断目的を、受信した内視鏡情報
管理データから抽出することにより取得することが好ましい。
【００１９】
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　診断目的を入力する診断目的入力部を備え、
　診断目的取得部は、診断目的入力部により入力された診断目的を取得しても良い。
【００２０】
　本発明の内視鏡システムは、照明光を発する光源と、照明光により照明中の観察対象を
内視鏡によって撮像して得た内視鏡画像を取得する画像取得部と、内視鏡画像を用いて、
観察対象の構造を抽出した構造抽出画像を生成する構造抽出部と、診断目的を取得する診
断目的取得部と、観察対象の構造に関する複数の指標値と診断目的との対応関係を記憶し
た指標値記憶部と、指標値記憶部を参照して、取得された診断目的で用いる指標値を選択
する指標値選択部と、構造抽出画像を用いて、選択された指標値を算出する指標値算出部
と、内視鏡画像と、算出された指標値とを用いて、構造を強調した第１強調画像を生成す
る第１の強調画像生成部と、第１強調画像を表示する表示部と、を備える。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明のプロセッサ装置及び内視鏡システムによれば、診断目的に応じて最適な指標値
を算出することができることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】第１実施形態の内視鏡システムの外観図である。
【図２】内視鏡システムの機能を示すブロック図である。
【図３】通常観察モードの照明光の光強度スペクトルを示す図である。
【図４】特殊観察モードの照明光の光強度スペクトルを示す図である。
【図５】画像処理部を説明するブロック図である。
【図６】指標値記憶部を説明する図である。
【図７】指標値選択部を説明する図である。
【図８】指標値を用いて強調表示した好適対象観察画像を示す図である。
【図９】内視鏡システムの好適対象観察モードにおける作用を説明するフローチャートで
ある。
【図１０】操作入力部からの診断目的の取得について説明する図である。
【図１１】画像記憶部を説明する図である。
【図１２】第２実施形態の画像処理部を説明するブロック図である。
【図１３】第２実施形態の指標値記憶部を説明する図である。
【図１４】構造パラメータを用いて強調表示した好適対象観察画像を示す図である。
【図１５】第２実施形態の画像記憶部を説明する図である。
【図１６】第３実施形態の画像処理部を説明するブロック図である。
【図１７】判定結果を用いて強調表示した好適対象観察画像を示す図である。
【図１８】第３実施形態の画像記憶部を説明する図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　［第１実施形態］
　図１に示すように、内視鏡システム１０は、内視鏡１２と、光源装置１４と、プロセッ
サ装置１６と、表示部１８と、操作入力部１９とを有する。内視鏡１２は、被検体として
生体内の観察部位を撮像する。光源装置１４は、観察部位を照明する照明光を内視鏡１２
に供給する。プロセッサ装置１６は、撮像により得た撮像信号を用いて観察部位の表示画
像を生成する。表示部１８は、表示画像と表示画像に付帯する情報等を表示するモニタで
ある。操作入力部１９は、キーボードとマウス等のコンソールであり、関心領域（ROI : 
Region Of Interest）の指定と機能設定等の入力操作を受け付けるユーザインタフェース
として機能する。表示部１８及び操作入力部１９は、プロセッサ装置１６と電気的に接続
している。
【００２４】
　内視鏡１２は、光源装置１４と光学的に接続し、かつ、プロセッサ装置１６と電気的に
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接続している。内視鏡１２は、挿入部１２ａと、操作部１２ｂとを有する。
【００２５】
　挿入部１２ａは、生体の消化管内等に挿入する部分である。挿入部１２ａは、先端部２
１と、湾曲部２２と、可撓管部２３とを有しており、先端側からこの順番に連結している
。先端部２１は、先端面に、照明窓と、観察窓と、送気・送水ノズルと、鉗子出口とを有
する（いずれも図示せず）。照明窓は、照明光を観察部位に照射するためのものである。
観察窓は、観察部位からの光を取り込むためのものである。送気・送水ノズルは、照明窓
及び観察窓を洗浄するためのものである。鉗子出口は、鉗子と電気メス等の処置具を用い
て各種処置を行うためのものである。湾曲部２２は、複数の湾曲駒を連結して構成したも
のであり、上下左右方向に湾曲する。可撓管部２３は、可撓性を有しており、食道や腸等
の曲がりくねった管道に挿入可能である。
【００２６】
　操作部１２ｂは、アングルノブ２５と、画像記憶操作部２６と、モード切替部２７と、
ズーム操作部２８とを有する。アングルノブ２５は、湾曲部２２を湾曲させ、先端部２１
が所望の方向に向ける操作に用いる。画像記憶操作部２６は、静止画像及び又は動画像を
ストレージ（図示せず）に記憶させる操作に用いる。モード切替部２７は、観察モードを
切り替える操作に用いる。ズーム操作部２８は、ズーム倍率を変更する操作に用いる。
【００２７】
　内視鏡システム１０は、観察モードとして、通常観察モードと、特殊観察モードと、好
適対象観察モードとを有している。通常観察モードでは、自然な色合いの観察対象が写っ
た画像（以下、通常観察画像という）を取得する。特殊観察モードでは、観察対象の血管
を少なくとも強調した画像（以下、特殊観察画像という）を取得する。好適対象観察モー
ドでは、診断目的に好適な観察対象の構造を強調した画像（以下、好適対象観察画像とい
う）を取得する。なお、本実施形態において、構造とは、血管の構造と腺管（ピットパタ
ーン）の構造とを含む。以下では、血管の構造と腺管の構造とを区別しない場合は、これ
らを構造と称する。
【００２８】
　図２に示すように、光源装置１４は、照明光を発する光源３０と、光源３０を制御する
光源制御部３２とを備えている。光源３０は、例えば、波長域が異なる複数色のＬＥＤ（
Light Emitting Diode）等の半導体光源である。
【００２９】
　本実施形態では、光源３０は、例えば、Ｖ－ＬＥＤ（Violet Light Emitting Diode）
３０ａ、Ｂ－ＬＥＤ（Blue Light Emitting Diode）３０ｂ、Ｇ－ＬＥＤ（Green Light E
mitting Diode）３０ｃ、及びＲ－ＬＥＤ（Red Light Emitting Diode）３０ｄの４色の
ＬＥＤを有する。Ｖ－ＬＥＤ３０ａの発光波長は、３８０ｎｍ～４２０ｎｍである。Ｂ－
ＬＥＤ３０ｂの発光波長は、４２０ｎｍ～５００ｎｍである。Ｇ－ＬＥＤ３０ｃの発光波
長は、４８０ｎｍ～６００ｎｍである。Ｒ－ＬＥＤ３０ｄの発光波長は、６００ｎｍ～６
５０ｎｍである。なお、各色の光は、それぞれの中心波長とピーク波長とが同じであって
も良いし、異なっていても良い。
【００３０】
　光源３０には、ＬＥＤが発光した光の波長帯域を調整する光学フィルタ３０ｅが含まれ
る。本実施形態では、光学フィルタ３０ｅは、Ｂ－ＬＥＤ３０ｂの光路上に配されており
、Ｂ－ＬＥＤ３０ｂの波長帯域のうちの短波長成分を透過させる。具体的には、Ｂ－ＬＥ
Ｄ３０ｂの波長帯域のうち、４５０ｎｍ以下の光を透過させる。Ｂ－ＬＥＤ３０ｂの波長
帯域のうちの長波長成分は粘膜と血管とのコントラストを低下させてしまうので、光学フ
ィルタ３０ｅを用いることにより、Ｂ－ＬＥＤ３０ｂの波長帯域のうちの短波長成分を後
述するライトガイド３４に供給する。なお、光学フィルタ３０ｅの配置は、本実施形態で
はＢ－ＬＥＤ３０ｂの光路上としているが、これに限るものではない。例えば光学フィル
タ３０ｅをＧ－ＬＥＤ３０ｃの光路上に配する等しても良い。また、光学フィルタ３０ｅ
により透過させる波長成分は、適宜設定可能である。例えば光学フィルタ３０ｅをＧ－Ｌ
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ＥＤ３０ｃの光路上に配した場合は、光学フィルタ３０ｅは、Ｇ－ＬＥＤ３０ｃの波長帯
域の一部を透過させる。
【００３１】
　光源制御部３２は、各ＬＥＤ３０ａ～３０ｄの点灯や消灯、及び各ＬＥＤ３０ａ～３０
ｄの各射出光量のバランス（以下、光量比という）等を独立に制御することによって、照
明光の発光タイミング、発光期間、光量、及び分光スペクトルの調節を行う。本実施形態
では、光源制御部３２は、各ＬＥＤ３０ａ～３０ｄを駆動する電流と電圧とを調整するこ
とによって、各ＬＥＤ３０ａ～３０ｄの光量比を観察モードごとに制御する。
【００３２】
　図３に示すように、光源制御部３２は、通常観察モードの場合には、各ＬＥＤ３０ａ～
３０ｄの全てを点灯させることにより、Ｖ－ＬＥＤ３０ａが発する紫色光ＬＶと、Ｂ－Ｌ
ＥＤ３０ｂが発する青色光ＬＢと、Ｇ－ＬＥＤ３０ｃが発する緑色光ＬＧと、Ｒ－ＬＥＤ
３０ｄが発する赤色光ＬＲとを含むほぼ白色の照明光（以下、白色光という）を発生させ
る。本実施形態において、青色光ＬＢは、光学フィルタ３０ｅを透過した光、すなわち、
Ｂ－ＬＥＤ３０ｂの波長帯域のうちの４５０ｎｍ以下の光としている。なお、紫色光ＬＶ
は、粘膜表面から浅い位置にある表層血管の観察用に最適な波長帯域の光である。青色光
ＬＢは、表層血管よりも深い位置にある中層血管の観察用に最適な波長帯域の光である。
【００３３】
　図４に示すように、光源制御部３２は、特殊観察モードの場合には、Ｖ－ＬＥＤ３０ａ
の射出光量を通常観察モードよりも大きくし、Ｂ－ＬＥＤ３０ｂとＧ－ＬＥＤ３０ｃとＲ
－ＬＥＤ３０ｄとの各射出光量を通常観察モードよりも小さくした照明光を発生させる。
【００３４】
　好適対象観察モードの場合は、光源制御部３２は、予め設定された照明光を発生させる
ように各ＬＥＤを点灯する制御を行う。発生させる照明光の設定は、例えば操作入力部１
９の入力操作により行われる。本実施形態では、光源制御部３２は、各ＬＥＤ３０ａ～３
０ｄのうち、Ｖ－ＬＥＤ３０ａとＢ－ＬＥＤ３０ｂとを点灯する制御を行う。このため、
好適対象観察モードでは、紫色光ＬＶと青色光ＬＢとを含む照明光が発光される。なお、
光源制御部３２は、Ｖ－ＬＥＤ３０ａのみを点灯する制御と、Ｂ－ＬＥＤ３０ｂのみを点
灯する制御とを切り替えることにより、紫色光ＬＶと青色光ＬＢとを順次に発光させても
良い。また、好適対象観察モードの照明光としては、上記のように紫色光ＬＶと青色光Ｌ
Ｂとを含むものに限られず、例えば、緑色光ＬＧのみからなる照明光、赤色光ＬＲのみか
らなる照明光、紫色光ＬＶと赤色光ＬＲとを含む照明光、青色光ＬＢと赤色光ＬＲとを含
む照明光等、適宜設定可能である。
【００３５】
　光源３０が発した照明光は、挿入部１２ａ内に挿通したライトガイド３４に入射する。
ライトガイド３４は、内視鏡１２及びユニバーサルコードに内蔵しており、照明光を内視
鏡１２の先端部２１まで伝搬する。ユニバーサルコードは、内視鏡１２と光源装置１４及
びプロセッサ装置１６とを接続するコードである。なお、ライトガイド３４としては、マ
ルチモードファイバを使用することができる。一例として、ライトガイド３４には、コア
径１０５μｍ、クラッド径１２５μｍ、外皮となる保護層を含めた径がφ０．３～０．５
ｍｍの細径なファイバケーブルを使用することができる。
【００３６】
　先端部２１は、照明光学系３６と撮像光学系３８とを有している。照明光学系３６は、
照明レンズ４０を有している。ライトガイド３４を伝搬した照明光は、照明レンズ４０を
介して観察対象を照明する。撮像光学系３８は、対物レンズ４２と、ズームレンズ４４と
、撮像センサ４６とを有している。これら対物レンズ４２及びズームレンズ４４を介して
、観察対象からの反射光、散乱光、及び蛍光等の各種の光が撮像センサ４６に入射する。
これにより、撮像センサ４６に観察対象の像が結像する。ズームレンズ４４は、ズーム操
作部２８を操作することでテレ端とワイド端の間で自在に移動し、撮像センサ４６に結像
する観察対象を拡大又は縮小する。
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【００３７】
　撮像センサ４６は、画素毎にＲ（赤）、Ｇ（緑）、又はＢ（青）の原色のカラーフィル
タのいずれかを設けたカラー撮像センサであり、観察対象を撮像してＲＧＢ各色の画像信
号を出力する。撮像センサ４６としては、ＣＣＤ（Charge Coupled Device）撮像センサ
やＣＭＯＳ（Complementary Metal-Oxide Semiconductor）撮像センサ等を利用可能であ
る。また、原色のカラーフィルタを設けた撮像センサ４６の代わりに、Ｃ（シアン）、Ｍ
（マゼンタ）、Ｙ（イエロー）及びＧ（緑）の補色フィルタを備えた補色撮像センサを用
いても良い。補色撮像センサを用いる場合には、ＣＭＹＧの４色の画像信号を出力する。
このため、補色－原色色変換によって、ＣＭＹＧの４色の画像信号をＲＧＢの３色の画像
信号に変換することにより、撮像センサ４６と同様のＲＧＢ各色の画像信号を得ることが
できる。また、撮像センサ４６の代わりに、カラーフィルタを設けていないモノクロセン
サを用いても良い。
【００３８】
　ＣＤＳ（Correlated Double Sampling）／ＡＧＣ（Automatic Gain Control）回路４４
８は、撮像センサ４６が出力したアナログの画像信号に、相関二重サンプリングや自動利
得制御を行う。Ａ／Ｄ（Analog to Digital）変換回路５０は、ＣＤＳ／ＡＧＣ回路４８
を経たアナログ画像信号を、デジタルの画像信号に変換する。Ａ／Ｄ変換回路５０は、Ａ
／Ｄ変換後のデジタル画像信号を、プロセッサ装置１６に入力する。
【００３９】
　プロセッサ装置１６は、コントローラ５２と、ＤＳＰ（Digital Signal Processor）５
４と、ノイズ低減部５６と、メモリ５８と、画像処理部６０と、表示制御部６２と、診断
目的取得部６４と、データ送受信部６６とを備えている。
【００４０】
　コントローラ５２は、ＣＰＵ（Central processing unit）、制御プログラムや制御に
必要な設定データを記憶するＲＯＭ（Read only memory）、制御プログラムをロードする
作業メモリとしてのＲＡＭ（Random access memory）等を有する。コントローラ５２は、
ＣＰＵが制御プログラムを実行することにより、プロセッサ装置１６の各部を制御する。
また、プロセッサ装置１６の各部はＦＰＧＡ (Field Programmable Gate Array) などの
製造後に回路構成を変更可能なプロセッサであるプログラマブルロジックデバイス（Prog
rammable Logic Device:ＰＬＤ）、ＡＳＩＣ（Application Specific Integrated Circui
t）などの特定の処理を実行させるために専用に設計された回路構成を有する専用電気回
路などにより構成されていてもよい。内視鏡１２や光源装置１４の内部についても同様で
ある。
【００４１】
　ＤＳＰ５４は、内視鏡１２からデジタル画像信号を取得し、取得した画像信号に対して
、例えば、欠陥補正処理、オフセット処理、ゲイン補正処理、リニアマトリクス処理、ガ
ンマ変換処理、及びデモザイク処理等の各種信号処理を施す。欠陥補正処理は、撮像セン
サ４６の欠陥画素の信号を補正する。オフセット処理は、欠陥補正処理した画像信号から
暗電流成分を除き、正確なゼロレベルを設定する。ゲイン補正処理は、オフセット処理し
た画像信号に特定のゲインを乗じることにより信号レベルを整える。
【００４２】
　リニアマトリクス処理は、ゲイン補正処理した画像信号の色再現性を高める。ガンマ変
換処理は、リニアマトリクス処理した画像信号の明るさや彩度を整える。ガンマ変換処理
した画像信号には、デモザイク処理（等方化処理、又は同時化処理とも言う）を施すこと
によって、各画素で不足した色の信号を補間によって生成する。このデモザイク処理によ
って、全画素がＲＧＢ各色の信号を有するようになる。
【００４３】
　ノイズ低減部５６は、ＤＳＰ５４でデモザイク処理等を施した画像信号に対して、例え
ば、移動平均法やメディアンフィルタ法等によるノイズ低減処理を施し、ノイズを低減す
る。ノイズを低減した画像信号は、メモリ５８に記憶する。
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【００４４】
　画像処理部６０は、メモリ５８から画像信号を取得し、取得した画像信号に対して所定
の画像処理を施し、観察対象が写った表示画像を生成する。画像処理部６０が行う画像処
理の内容は、観察モードによって異なる。なお、画像処理部６０は、本発明の「画像生成
部」に対応する。
【００４５】
　画像処理部６０は、通常観察モードの場合には、色変換処理、色彩強調処理、及び構造
強調処理等の画像処理を行い、通常観察画像を生成する。色変換処理は、画像信号に対し
て３×３のマトリックス処理、階調変換処理、及び３次元ＬＵＴ（ルックアップテーブル
）処理等により色の変換を行う処理である。色彩強調処理は、色変換処理した画像信号に
対して行う。構造強調処理は、例えば、血管や腺管等の観察対象に含まれる特定の組織や
構造を強調する処理であり、色彩強調処理後の画像信号に対して行う。特殊観察モードの
場合には、画像処理部６０は、血管を強調する上記各種画像処理を行うことにより、特殊
観察画像を生成する。特殊観察モードはＶ－ＬＥＤ３０ａの射出光量が大きいため、特殊
観察画像では表層血管が強調されている。
【００４６】
　画像処理部６０は、好適対象観察モードの場合には、診断目的に好適な構造を強調する
上記各種画像処理を行うことにより、好適対象観察画像を生成する。好適対象観察モード
の場合に画像処理部６０が行う画像処理については、後で詳細に説明をする。
【００４７】
　表示制御部６２は、画像処理部６０が生成した表示画像を表示部１８に表示させる。こ
れにより、通常観察モードでは通常観察画像が表示され、特殊観察モードでは特殊観察画
像が表示され、好適対象観察モードでは好適対象観察画像が表示される。
【００４８】
　診断目的取得部６４は、データ送受信部６６を介して、ＬＡＮ（Local Area Network）
等のネットワークで相互に通信可能に接続した内視鏡情報管理システム７２から診断目的
を取得する。内視鏡情報管理システム７２は、ＰＡＣＳ（Picture Archiving and Commun
ication System）等の内視鏡画像をファイリングするシステムのファイルサーバである。
内視鏡情報管理システム７２は、データ記憶部７４を有しており、内視鏡情報管理データ
として、入力端末（図示せず）から入力された診断目的を含む検査情報と患者情報等を記
憶する。診断目的取得部６４は、このデータ記憶部７４から内視鏡情報管理データを受信
し、診断目的を、内視鏡情報管理データから抽出することにより取得する。
【００４９】
　次に、好適対象観察モードで画像処理部６０が行う画像処理について、詳細に説明をす
る。
【００５０】
　図５に示すように、画像処理部６０は、ベース画像生成部１００と、構造抽出部１０２
と、指標値記憶部１０４と、指標値選択部１０６と、指標値算出部１０８と、強調画像生
成部１１０とを有する。指標値記憶部１０４はＨＤＤ（Hard disc drive）やＳＳＤ(Soli
d state drive)等の記録媒体によって構成されている。
【００５１】
　ベース画像生成部１００は、メモリ５８から取得した画像信号に対し、観察対象の構造
を色の違いで表したベース画像を生成し、これを内視鏡画像として取得する。すなわち、
ベース画像生成部１００は、内視鏡によって観察対象を撮像して得た内視鏡画像を取得す
る。ベース画像は、設定された光量比に応じた色味で表され、通常観察画像とは色味が若
干異なっている。ベース画像の例としては、設定された光量比で撮影して得た画像にて白
色板が白になるようなカラーバランスにした画像、表示部１８のＲチャンネル、Ｇチャン
ネル、Ｂチャンネルのいずれかに画像信号を割り当てる（例えば、照明光の光量比のうち
緑色光ＬＧの光量が大きい場合は、Ｇチャンネルに画像信号を割り当てる等）ことにより
得たグレーの画像、画像信号の階調バランスを変えて各チャンネルに割り当てることによ
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り得た疑似カラーの画像等がある。ベース画像生成部１００は、本発明の画像取得部に対
応する。
【００５２】
　構造抽出部１０２は、ベース画像を用いて、観察対象の構造を抽出した構造抽出画像を
生成する。例えば光源装置１４によって異なる波長帯域の照明光で観察対象を照明した場
合には、構造抽出部１０２は、各照明光で照明中の観察対象を撮影して得た各画像の間で
差分をとることによって血管を抽出する。具体的には、紫色光ＬＶで照明中の観察対象を
撮影して得た画像と青色光ＬＢで照明中の観察対象を撮影して得た画像の間で差分をとる
ことによって、表層血管、または表層血管よりも浅い位置にある血管を抽出できる。上記
のように血管を抽出することに加え又は代えて、腺管の構造を抽出しても良い。なお、構
造の抽出方法は上記の方法に限るものではない。また、本実施形態では、構造抽出部１０
２は、ベース画像の全体から血管と腺管とを抽出するが、操作入力部１９の操作によって
関心領域を指定した場合は、指定した関心領域内でだけ血管と腺管とを抽出しても良い。
【００５３】
　指標値記憶部１０４は、観察対象の構造に関する複数の指標値と診断目的との対応関係
を記憶している。診断目的には、スクリーニングと精査とを含む第１の診断目的と、疾患
の種類に関する第２の診断目的と、疾患の病期ステージに関する第３の診断目的とが含ま
れる。なお、第１の診断目的については、上記スクリーニングと精査のみに限られず多岐
にわたるものであり、例えば、治療、経過観察等も含まれる。指標値の種類は、例えば、
血管の密度、血管の太さの均一度、血管の複雑度、表面構造の均一度等である。なお、指
標値の種類は、上記した例のみに限定されない。
【００５４】
　血管の密度とは、単位面積中にある血管の割合である。血管の太さの均一度とは、血管
の太さのばらつきに関する指標値である。血管の複雑度とは、血管の形状がどの程度複雑
であるかを示す指標値であり、例えば、抽出した血管の分岐点の個数（分岐数）、血管の
蛇行度、抽出した血管の曲がり具合（曲率）等を組み合わせて算出する値である。表面構
造の均一度とは、腺管の形状のばらつきに関する指標値である。
【００５５】
　図６に示すように、指標値記憶部１０４は、第１～第３の指標値選択用テーブル１０４
ａ～１０４ｃを有している。第１の指標値選択用テーブル１０４ａは、第１の診断目的と
、第１の診断目的で用いる指標値とを対応付けて記憶している。例えば、第１の指標値選
択用テーブル１０４ａには、大腸のスクリーニングに対し、表層血管の複雑度と中層血管
の複雑度とが対応付けされ、胃のスクリーニングに対し、中層血管の複雑度と表面構造の
均一度とが対応付けされ、大腸の精査に対し、表層血管の密度が対応付けされている。
【００５６】
　第２の指標値選択用テーブル１０４ｂは、第２の診断目的と、第２の診断目的で用いる
指標値とを対応付けて記憶している。例えば、第２の指標値選択用テーブル１０４ｂは、
バレット食道に対し、表層血管の密度と表層血管の複雑度と中層血管の密度と中層血管の
複雑度とが対応付けされ、大腸ポリープに対し、中層血管の太さの均一度と表面構造の均
一度とが対応付けされ、アンギオディスプラジアに対し、中層血管の密度が対応付けされ
ている。
【００５７】
　第３の指標値選択用テーブル１０４ｃは、第３の診断目的と、第３の診断目的で用いる
指標値とを対応付けて記憶している。例えば、第３の指標値選択用テーブル１０４ｃには
、潰瘍性大腸炎の寛解期に対し、表層血管の複雑度と中層血管の複雑度とが対応付けされ
、潰瘍性大腸炎の活動期に対し、表層血管の複雑度が対応付けされている。
【００５８】
　なお、第１～第３の指標値選択用テーブル１０４ａ～１０４ｃに記憶されている対応関
係は、例えば操作入力部１９の入力操作により適宜更新可能である。また、第１～第３の
指標値選択用テーブル１０４ａ～１０４ｃは、新たに対応関係を追加することが可能とさ
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れている。
【００５９】
　指標値選択部１０６は、診断目的取得部６４から診断目的を取得し、指標値記憶部１０
４を参照して、取得された診断目的で用いる指標値を選択する。具体的には、指標値選択
部１０６は、第１の診断目的を取得した場合は指標値記憶部１０４の第１の指標値選択用
テーブル１０４ａを参照し、第２の診断目的を取得した場合は第２の指標値選択用テーブ
ル１０４ｂを参照し、第３の診断目的を取得した場合は第３の指標値選択用テーブル１０
４ｃを参照する。そして、指標値選択部１０６は、選択した指標値を指標値算出部１０８
に入力する。
【００６０】
　本実施形態では、指標値記憶部１０４において１つの診断目的に対し複数の指標値が対
応付けされている場合は、指標値選択部１０６は、複数の指標値のうち、操作入力部１９
の操作によって指定された１つの指標値を選択する。例えば、図７に示すように、取得さ
れた第２の診断目的がバレット食道であり、操作入力部１９によって中層血管の複雑度が
指定された場合、指標値選択部１０６は、指定された中層血管の複雑度を選択し、指標値
算出部１０８に入力する。
【００６１】
　指標値算出部１０８は、構造抽出画像を用いて、選択された指標値を算出する。指標値
算出部１０８は、構造抽出画像の画素毎に指標値を算出する。例えば、指標値を算出する
画素を含む予め定めた範囲（例えば指標値を算出する画素を中心とする９９×９９画素の
範囲）の画素のデータを用いて１つの画素の指標値を算出する。
【００６２】
　指標値算出部１０８は、操作入力部１９の操作によって構造抽出画像の一部に関心領域
を設定した場合には、設定した関心領域内で指標値を算出する。関心領域を設定していな
い場合や、構造抽出画像の全部を関心領域に設定している場合には、指標値算出部１０８
は、構造抽出画像の全体に対して指標値を算出する。
【００６３】
　なお、指標値算出部１０８は、本実施形態では構造抽出画像を用いて指標値を算出する
が、画像取得部としてのベース画像生成部１００が取得した内視鏡画像を用いて指標値を
算出しても良い。例えば、内視鏡画像に観察対象の構造が明瞭に表れている場合等では、
この内視鏡画像を用いて指標値を算出することができる。
【００６４】
　強調画像生成部１１０は、生成されたベース画像と、算出された指標値とを用いて、第
１強調画像としての好適対象観察画像を生成する。強調画像生成部１１０は、例えば、ベ
ース画像に対して、指標値に基づく情報をオーバーラップ処理することにより、好適対象
観察画像を生成する。オーバーラップ処理としては、指標値に応じた色付け処理等がある
。このような色付け処理をした好適対象観察画像では、ベース画像に対し、指標値が一定
値以上の領域が疑似カラーで表示されることにより、診断目的に好適な構造が強調されて
いる。強調画像生成部１１０は、本発明の第１の強調画像生成部に対応する。
【００６５】
　例えば、図８に示す好適対象観察画像１１２において、中層血管の複雑度が一定値以上
の領域１１４が疑似カラーで表示される。この領域１１４は、例えば赤系の色とする。好
適対象観察画像１１２には、画面全体に表層血管１１５が分布しているが、領域１１４が
強調表示されていることにより、中層血管の複雑度が確認し易くされている。これにより
、診断目的に好適な構造をより強調することができる。なお、ベース画像に対して、指標
値の値そのものを示す情報をオーバーラップさせても良い。
【００６６】
　次に、好適対象観察モードの作用について、図９のフローチャートに沿って説明する。
【００６７】
　好適対象観察モードでは、紫色光ＬＶと青色光ＬＢとを含む照明光が発光され、この照
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明光により照明中の観察対象が撮像センサ４６により撮像される。ベース画像生成部１０
０は、撮像センサ４６が出力した画像信号からベース画像を生成し、これを内視鏡画像と
して取得する（Ｓ１１）。構造抽出部１０２は、ベース画像から観察対象の構造を抽出し
た構造抽出画像を生成する。
【００６８】
　診断目的取得部６４は、ネットワークを介して、内視鏡情報管理システム７２のデータ
記憶部７４から診断目的を取得する（Ｓ１２）。診断目的取得部６４は、取得した診断目
的を画像処理部６０の指標値選択部１０６に入力する。
【００６９】
　指標値選択部１０６は、指標値記憶部１０４を参照し、取得された診断目的で用いる指
標値を選択する（Ｓ１３）。指標値記憶部１０４には、観察対象の構造に関する複数の指
標値と診断目的との対応関係が記憶されている。具体的には、指標値記憶部１０４は、第
１の診断目的で用いる指標値を記憶した第１の指標値選択用テーブル１０４ａと、第２の
診断目的で用いる指標値を記憶した第２の指標値選択用テーブル１０４ｂと、第３の診断
目的で用いる指標値を記憶した第３の指標値選択用テーブル１０４ｃとを有している。
【００７０】
　指標値選択部１０６は、取得した診断目的が第１の診断目的であった場合には、第１の
指標値選択用テーブル１０４ａから指標値を選択し、取得した診断目的が第２の診断目的
であった場合には、第２の指標値選択用テーブル１０４ｂから指標値を選択し、取得した
診断目的が第３の診断目的であった場合には、第３の指標値選択用テーブル１０４ｃから
指標値を選択する。そして、指標値選択部１０６は、選択した指標値を指標値算出部１０
８に入力する。
【００７１】
　指標値算出部１０８は、構造抽出画像から、指標値選択部１０６が選択した指標値を算
出する（Ｓ１４）。なお、画像取得部としてのベース画像生成部１００が取得した内視鏡
画像に観察対象の構造が明瞭に表れている場合は、指標値算出部１０８は、内視鏡画像を
用いて指標値を算出することができる。
【００７２】
　強調画像生成部１１０は、ベース画像生成部１００が生成したベース画像と、指標値算
出部１０８が算出した指標値とを用いて、好適対象観察画像を生成する（Ｓ１５）。好適
対象観察画像は、算出された指標値に応じて色付けされており、診断目的に好適な構造が
より強調されている。そして、表示部１８は、この好適対象観察画像を表示する。
【００７３】
　以上のように、診断目的取得部６４により診断目的を取得し、この診断目的に好適な構
造を観察可能な指標値が指標値選択部１０６によって選択されるため、診断目的に応じて
最適な指標値を算出することができる。
【００７４】
　なお、上記第１実施形態では、指標値選択部１０６は、１つの診断目的につき１つの指
標値を選択しているが、複数の指標値を選択しても良い。この場合、強調画像生成部１１
０は、選択された指標値ごとに異なる色付け処理を行うことが好ましい。
【００７５】
　なお、上記第１実施形態では、診断目的取得部６４は、ネットワークを介して内視鏡情
報管理システム７２から診断目的を取得しているが、図１０に示すように、内視鏡情報管
理システム７２から診断目的を取得することに加え、診断目的入力部としての操作入力部
１９により入力された診断目的を取得しても良い。この場合は、指標値選択部１０６は、
例えば、操作入力部１９により入力された診断目的を優先的に用いて指標値の選択を行う
。これにより、診断中に、内視鏡情報管理システム７２から取得した診断目的とは異なる
診断目的に切り替えて検査を継続することが可能となる。
【００７６】
　また、診断目的取得部６４は、内視鏡情報管理システム７２から診断目的を取得するこ
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とに代えて、操作入力部１９により入力された診断目的を取得しても良い。この場合は、
内視鏡情報管理システム７２とネットワークを介して接続されていない場合であっても診
断目的の取得が可能である。
【００７７】
　なお、上記第１実施形態では、画像記憶操作部２６が操作された場合に静止画像及び又
は動画像をストレージ（図示せず）に記憶させているが、プロセッサ装置１６に第１画像
記憶部としての画像記憶部１１６（図１１参照）を設け、強調画像生成部１１０が生成し
た好適対象観察画像を、診断目的取得部６４により取得された診断目的と、指標値算出部
１０８により算出された指標値との少なくともいずれかと対応付けして記憶させても良い
。以下、好適対象観察画像と診断目的と指標値とを対応付けて画像記憶部１１６に記憶す
る場合について説明をする。
【００７８】
　例えば、診断目的取得部６４により取得された第２の診断目的がアンギオディスプラジ
アであった場合、指標値選択部１０６により中層血管の密度が指標値として選択され、強
調画像生成部１１０により好適対象観察画像が生成される。画像記憶操作部２６が操作さ
れると、画像記憶部１１６は、図１１に示すように、強調画像生成部１１０が生成した好
適対象観察画像を記憶用の画像「Ｐ１３」として記憶するとともに、この画像Ｐ１３に対
し、診断目的取得部６４が取得した診断目的である「アンギオディスプラジア」と、指標
値算出部１０８が算出した中層血管の密度「Ｉ13」とを対応付けて記憶する。
【００７９】
　この画像記憶部１１６に記憶された画像と診断目的と指標値とは、表示部１８に表示す
ることが可能とされている。これにより、画像記憶部１１６から、取得された診断目的に
類似した症例について、操作入力部１９の操作によって画像と指標値とを検索により表示
させることができる。また、選択された指標値をもとに、画像と診断目的とを検索するこ
とも可能とされている。
【００８０】
　さらに、ネットワークを介して内視鏡情報管理システム７２と相互に通信可能に接続さ
れている場合には、画像記憶部１１６に記憶されたデータをデータ記憶部７４に送信し、
記憶させることで、内視鏡システム１０とは異なる内視鏡システムとのデータ共有が可能
となる。
【００８１】
　［第２実施形態］
　上記第１実施形態では、強調画像生成部１１０により指標値を用いた強調表示を行って
いるが、第２実施形態では、指標値を用いて構造パラメータを算出し、この構造パラメー
タを用いた強調表示を行う。第２実施形態では、第１実施形態の画像処理部６０の代わり
に、画像処理部１２０を備える（図１２参照）。
【００８２】
　図１２に示すように、画像処理部１２０は、第１実施形態の指標値記憶部１０４の代わ
りに指標値記憶部１２２を有し、強調画像生成部１１０の代わりに強調画像生成部１２６
を有する。また、画像処理部１２０は、第１実施形態の画像処理部６０の各構成に加え、
構造パラメータ算出部１２４を有する。
【００８３】
　指標値記憶部１２２は、指標値と診断目的とに加え、さらに、後述する構造パラメータ
算出部１２４で用いる重み付け係数を対応付けて記憶している。
【００８４】
　図１３に示すように、指標値記憶部１２２は、第１から第３の指標値選択用テーブル１
２２ａ～１２２ｃを有している。第１から第３の指標値選択用テーブル１２２ａ～１２２
ｃについて、診断目的と指標値との関係は第１実施形態の指標値記憶部１０４と同じなの
で説明を省略し、以下では、重み付け係数（以下、係数と称する）との関係について説明
をする。
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【００８５】
　第１の指標値選択用テーブル１２２ａは、第１の診断目的と、第１の診断目的で用いる
指標値と、指標値ごとの係数とを対応付けて記憶している。例えば、大腸のスクリーニン
グについては、表層血管の複雑度に対する係数は０．５とされ、中層血管の複雑度に対す
る係数は１とされている。胃のスクリーニングについては、中層血管の複雑度に対する係
数は１とされ、表面構造の均一度に対する係数は１とされている。大腸の精査については
、表層血管の密度に対する係数は１とされている。
【００８６】
　第２の指標値選択用テーブル１２２ｂは、第２の診断目的と、第２の診断目的で用いる
指標値と、指標値ごとの係数とを対応付けて記憶している。例えば、バレット食道につい
ては、表層血管の密度と表層血管の複雑度と中層血管の密度と中層血管の複雑度とに対す
る係数は、それぞれ１とされている。大腸ポリープについては、中層血管の太さの均一度
に対する係数は１とされ、表面構造の均一度に対する係数は０．５とされている。アンギ
オディスプラジアについては、中層血管の密度に対する係数は１とされている。
【００８７】
　第３の指標値選択用テーブル１２２ｃは、第３の診断目的と、第３の診断目的で用いる
指標値と、指標値ごとの係数とを対応付けて記憶している。例えば、潰瘍性大腸炎の寛解
期については、表層血管の複雑度と中層血管の複雑度とに対する係数は、それぞれ１とさ
れている。潰瘍性大腸炎の活動期については、表層血管の複雑度に対する係数は１とされ
ている。
【００８８】
　第１～第３の指標値選択用テーブル１２２ａ～１２２ｃに記憶されている対応関係は、
例えば操作入力部１９の入力操作により適宜更新可能である。また、第１～第３の指標値
選択用テーブル１２２ａ～１２２ｃは、新たに対応関係を追加することが可能とされてい
る。
【００８９】
　本実施形態では診断目的取得部６４により第１～第３の診断目的のうちのいずれか１つ
を取得するが、第１の診断目的と第２の診断目的など複数の診断目的を複合した複合目的
を取得する場合もある。このような場合に備え、指標値記憶部１２２に複合目的用のテー
ブルを設けても良い。複合目的用のテーブルは、複合目的と、複合目的で用いる指標値と
、指標値ごとの係数とを対応付けて記憶している。複合目的で用いる指標値は、複合目的
を構成する各診断目的で用いる指標値である。複合目的用のテーブルに記憶されている係
数は、例えば、複合目的を構成する各診断目的で用いる指標値のうち、重複する数が多い
指標値ほど、大きい値に設定される。
【００９０】
　構造パラメータ算出部１２４は、指標値算出部１０８が算出した指標値を用いて構造パ
ラメータを算出する。具体的には、構造パラメータ算出部１２４は、診断目的によって定
められた係数（重み付け係数）により複数の指標値を重み付けして演算することにより、
構造パラメータを算出する。構造パラメータ算出部１２４は、構造パラメータの算出に際
し、指標値記憶部１２２を参照し、指標値算出部１０８が算出した指標値と対応付けされ
た係数を用いる。
【００９１】
　構造パラメータは、指標値を総合的に考慮して診断を行う医師の視点を模して、指標値
を用いて算出した数値である。構造パラメータは、例えば互いに次元（単位）が異なる指
標値を加算等の演算により算出するので、構造パラメータには物理的な意味は無いが、診
断の指標として機能する。すなわち、構造パラメータは、物理的な意味がない値であるこ
とが指標値との違いである。
【００９２】
　例えば、診断目的取得部６４により取得された第２の診断目的がバレット食道であった
場合、構造パラメータ算出部１２４は、表層血管の密度と表層血管の複雑度と中層血管の
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密度と中層血管の複雑度とのそれぞれに１を乗算して加算をすることにより、構造パラメ
ータを算出する。なお、本実施形態では、構造パラメータ算出部１２４は、複数の指標値
を用いて１つの構造パラメータを算出するが、これに限られず、２以上の構造パラメータ
を算出しても良い。また、構造パラメータの算出方法は任意である。例えば、上記のよう
に複数の指標値の重み付け和を構造パラメータとして算出するだけでなく、加減乗除が混
在する演算をして構造パラメータを算出しても良いし、その他の関数を用いて構造パラメ
ータを算出しても良い。さらに、構造パラメータ算出部１２４は、１つの指標値に重み付
け係数を乗算することにより構造パラメータを算出しても良い。
【００９３】
　強調画像生成部１２６は、生成されたベース画像と、算出された構造パラメータとを用
いて、第２強調画像としての好適対象観察画像を生成する。強調画像生成部１２６は、例
えば、ベース画像に対して、構造パラメータに基づく情報をオーバーラップ処理すること
により、好適対象観察画像を生成する。強調画像生成部１２６は、本発明の第２の強調画
像生成部に対応する。
【００９４】
　例えば、図１４に示す好適対象観察画像１２７において、領域１２８～１３０は、構造
パラメータに応じて異なる色で表示される。例えば、領域１２８～１３０のうち、領域１
２８は、構造パラメータが最も小さく、青系の色とされている。領域１２９は、領域１２
８よりも構造パラメータが大きく、黄系の色とされている。領域１３０は、領域１２９よ
りも構造パラメータが大きく、赤系の色とされている。なお、ベース画像に対して、構造
パラメータの値そのものを示す情報をオーバーラップさせても良い。これにより、診断目
的に好適な構造をより強調することができる。
【００９５】
　なお、上記第２実施形態では、プロセッサ装置１６に第２画像記憶部としての画像記憶
部１３２（図１５参照）を設け、強調画像生成部１２６が生成した好適対象観察画像を、
診断目的取得部６４により取得された診断目的と、構造パラメータ算出部１２４により算
出された構造パラメータとの少なくともいずれかと対応付けして記憶させても良い。以下
では、診断目的と構造パラメータとに加え、さらに指標値算出部１０８により算出された
指標値を、好適対象観察画像と対応付けして記憶する場合について説明をする。
【００９６】
　例えば、診断目的取得部６４により取得された第２の診断目的がアンギオディスプラジ
アであった場合、指標値選択部１０６により中層血管の密度が指標値として選択され、強
調画像生成部１２６により好適対象観察画像が生成される。画像記憶操作部２６が操作さ
れると、画像記憶部１３２は、図１５に示すように、強調画像生成部１２６が生成した好
適対象観察画像を記憶用の画像「Ｐ２１」として記憶するとともに、この画像Ｐ２１に対
し、診断目的取得部６４が取得した診断目的である「アンギオディスプラジア」と、指標
値算出部１０８が算出した中層血管の密度「Ｉ21」と、構造パラメータ算出部１２４が算
出した構造パラメータ「Ｃ21」とを対応付けて記憶する。
【００９７】
　［第３実施形態］
　上記第２実施形態では、強調画像生成部１２６により構造パラメータを用いた強調表示
を行っているが、第３実施形態では、構造パラメータを用いて観察対象の粘膜の状態を判
定し、この判定結果を用いた強調表示を行う。第３実施形態では、第２実施形態の画像処
理部１２０の代わりに画像処理部１４０（図１６参照）を備える。
【００９８】
　図１６に示すように、画像処理部１４０は、画像処理部１２０の各構成に加え、判定部
１４２をさらに有する。また、画像処理部１４０は、第２実施形態の強調画像生成部１２
６の代わりに強調画像生成部１４４を有する。
【００９９】
　判定部１４２は、構造パラメータ算出部１２４が算出した構造パラメータを用いて観察
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対象の粘膜の状態を判定する。観察対象の「粘膜の状態」とは、血管と腺管とを含む粘膜
全体としての総合的なステータスであり、例えば、「正常」、「腺腫（腺腫の疑いがある
）」、または、「がん（がんの疑いがある）」等である。したがって、判定部１４２は、
粘膜の状態を、正常、腺腫、がんの３種類の状態に判定する。
【０１００】
　例えば、構造パラメータの算出に用いる係数を、粘膜の状態を正常、腺腫、がんの３種
類の状態のいずれかに判定可能なバランスに設定しているとする。この場合において、判
定部１４２は、構造パラメータの数値と閾値とを比較することによって粘膜の状態を判定
する。具体的には、構造パラメータが第１閾値以下の場合、判定部１４２は、観察対象の
粘膜の状態を「正常」と判定する。構造パラメータが第１閾値よりも大きく第２閾値以下
の場合、判定部１４２は、観察対象の粘膜の状態を「腺腫」と判定する。構造パラメータ
が第２閾値よりも大きい場合、判定部１４２は、観察対象の粘膜の状態を「がん」と判定
する。
【０１０１】
　強調画像生成部１４４は、生成されたベース画像と、判定部１４２の判定結果とを用い
て、第３強調画像としての好適対象観察画像を生成する。強調画像生成部１１０は、例え
ば、ベース画像に対して、判定結果に基づく情報をオーバーラップ処理することにより、
好適対象観察画像を生成する。強調画像生成部１４４は、本発明の第３の強調画像生成部
に対応する。
【０１０２】
　例えば、図１７に示す好適対象観察画像１４６において、領域１４７は、「腺腫」と判
定された領域である。領域１４８は、「がん」と判定された領域である。領域１４７と領
域１４８とは異なる色で表示され、例えば、領域１４７は黄系とされ、領域１４８は赤系
とされる。なお、「正常」と判定された領域は、本実施形態では色付けをしないが、例え
ば青系等で色付けしても良い。なお、ベース画像に対して、判定結果そのものを示す情報
を表示させても良い。このように、構造パラメータを用いて観察対象の粘膜の状態を判定
し、この判定結果を表示することによって、より直接的に診断を支援することができる。
【０１０３】
　なお、上記第３実施形態では、プロセッサ装置１６に第３画像記憶部としての画像記憶
部１５０（図１８参照）を設け、強調画像生成部１４４により生成された好適対象観察画
像を、診断目的取得部６４により取得された診断目的と、判定部１４２の判定結果との少
なくともいずれかと対応付けして記憶させても良い。以下では、診断目的と判定結果とに
加え、さらに構造パラメータを、好適対象観察画像と対応付けして記憶する場合について
説明をする。
【０１０４】
　例えば、図１８に示すように、診断目的取得部６４により取得された第２の診断目的が
バレット食道であった場合に強調画像生成部１２６が生成した好適対象観察画像を記憶用
の画像「Ｐ３１」として記憶するとともに、この画像Ｐ３１に対し、診断目的取得部６４
が取得した診断目的である「バレット食道」と、構造パラメータ算出部１２４が算出した
構造パラメータ「Ｃ31」と、判定部１４２の判定結果「がん」とを対応付けて記憶する。
【符号の説明】
【０１０５】
　１０　内視鏡システム
　１２　内視鏡
　１２ａ　挿入部
　１２ｂ　操作部
　１４　光源装置
　１６　プロセッサ装置
　１８　表示部
　１９　操作入力部
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　２１　先端部
　２２　湾曲部
　２３　可撓管部
　２５　アングルノブ
　２６　画像記憶操作部
　２７　モード切替部
　２８　ズーム操作部
　３０　光源
　３０ａ　Ｖ－ＬＥＤ
　３０ｂ　Ｂ－ＬＥＤ
　３０ｃ　Ｇ－ＬＥＤ
　３０ｄ　Ｒ－ＬＥＤ
　３０ｅ　光学フィルタ
　３２　光源制御部
　３４　ライトガイド
　３６　照明光学系
　３８　撮像光学系
　４０　照明レンズ
　４２　対物レンズ
　４４　ズームレンズ
　４６　撮像センサ
　４８　ＣＤＳ／ＡＧＣ回路
　５０　Ａ／Ｄ変換回路
　５２　コントローラ
　５４　ＤＳＰ
　５６　ノイズ低減部
　５８　メモリ
　６０　画像処理部
　６２　表示制御部
　６４　診断目的取得部
　６６　データ送受信部
　７２　内視鏡情報管理システム
　７４　データ記憶部
　１００　ベース画像生成部
　１０２　構造抽出部
　１０４　指標値記憶部
　１０４ａ　第１の指標値選択用テーブル
　１０４ｂ　第２の指標値選択用テーブル
　１０４ｃ　第３の指標値選択用テーブル
　１０６　指標値選択部
　１０８　指標値算出部
　１１０　強調画像生成部
　１１２　好適対象観察画像
　１１４　領域
　１１５　表層血管
　１１６　画像記憶部
　１２０　画像処理部
　１２２　指標値記憶部
　１２２ａ　第１の指標値選択用テーブル
　１２２ｂ　第２の指標値選択用テーブル
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　１２２ｃ　第３の指標値選択用テーブル
　１２４　構造パラメータ算出部
　１２６　強調画像生成部
　１２７　好適対象観察画像
　１２８　領域
　１２９　領域
　１３０　領域
　１３２　画像記憶部
　１４０　画像処理部
　１４２　判定部
　１４４　強調画像生成部
　１４６　好適対象観察画像
　１４７　領域
　１４８　領域
　１５０　画像記憶部

【図１】 【図２】
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外部链接 Espacenet

摘要(译)

提供了一种处理器设备和内窥镜系统，其能够根据诊断目的计算最佳指
标值。处理器装置包括图像获取单元，诊断目的获取单元，索引值存储
单元，索引值选择单元和索引值计算单元。图像获取单元获取通过用内
窥镜对观察目标成像而获得的内窥镜图像。诊断目的获取单元获取诊断
目的。索引值存储单元存储关于观察目标的结构和诊断目的的多个索引
值之间的对应关系。索引值选择单元参考索引值存储单元，以选择要用
于诊断目的的所获取的索引值。指标值计算单元使用内窥镜图像计算所
选择的指标值。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/a95abc59-58de-493f-b054-9c1591b212cb
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/062023467/publication/JPWO2018079205A1?q=JPWO2018079205A1

